
平成３０年度８月専決補正予算の概要
（平成30年7月豪雨災害関連）

平成３０年８月

宇和島市



 ◆ 一般会計補正予算額 ９億４，８５０万円

（1）被災者の生活支援等：1,150万円
①見守りや相談、住民同士の交流促進など総合的な支援体制の構築 700万円

②被災児童生徒に対する就学支援（学用品等の補助） 450万円

（2）地域産業の再建等支援：9億3,700万円
①営農再開に必要な種苗など生産資材の購入等の支援 1億円

②農産物生産に必要な農業用ハウスや機械等の導入及び修繕の支援 6億8,400万円

③JAの農業共同利用施設の復旧支援 1億2,500万円

④畜産施設の復旧や家きん導入の支援 2,800万円

【歳入予算】

区 分 補正予算額

地 方 交 付 税 4,995万円

県 支 出 金 7億3,936万円

繰 入 金 1億5,919万円

合 計 9億4,850万円

【歳出予算】

区 分 補正予算額

物 件 費 688万円

扶 助 費 450万円

補 助 費 9億3,712万円

合 計 9億4,850万円

平成３０年８月１３日（月）

平成30年度8月専決補正予算
（平成30年7月豪雨災害関連）

【累計 513億7,421万円】

  　 国の「生活・生業再建支援パッケージ」に即応するとともに、県とも連携し、被災者の生活支援等

　に加え、柑橘農業をはじめとする地域産業の再建に向けた支援等、緊急に措置を必要とする経費

  について、専決処分を行ったもの。

※これまでの補正予算と合わせた予算総額は、57.3億円

備 考

備 考

経営体育成支援事業費補助金 など

財政調整基金繰入金

被災者見守り・相談支援事業

災害時緊急被災児童生徒就学支援事業

豪雨被害経営体育成支援事業補助金 など

普通交付税

1．予 算 規 模

2．主 な 事 業

4．専 決 処 分 日

3．一般会計補正予算の内訳
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１．被災者の生活支援等

1 ◎ 被災者見守り・相談支援事業（福祉課） 7,000千円
被災者の安定的な日常生活の確保を図るため、仮設住宅等への巡回訪問等を通じた見守りや

相談支援、住民同士の交流等、総合的な支援体制を構築するもの。
負担区分 国10/10
財源内訳 県支出金 7,000千円

2 ◎ 災害時緊急被災児童生徒就学支援事業（教育総務課） 4,500千円
被災した児童生徒のうち、経済的理由により就学困難になった者に対し、就学支援を行うもの。

対象者 小中学校の児童生徒
対象経費 学用品費等、医療費、学校給食費
負担区分 国2/3 県1/6 市1/6
財源内訳 県支出金 3,748千円 一般財源 752千円

2．地域産業の再建等支援

1 ◎ 豪雨被害営農再開緊急支援事業補助金（農林課） 100,000千円
被災農家の営農再開のため、種苗等の導入や作物残さの撤去等を支援するもの。

実施主体 農業者の組織する団体、公社等
補助対象 種苗等生産資材の導入、作物残さの撤去、農業用機械のレンタル等
負担区分 県1/5 市1/5 (国1/2 実施主体1/10)
財源内訳 県支出金 50,000千円 一般財源 50,000千円

2 ◎ 豪雨被害経営体育成支援事業補助金（農林課） 684,000千円
被災農家の経営維持のため、農産物の生産・加工に必要な農業用施設・機械の再建等を

支援するもの。
実施主体 営農再開を希望する農業者等
補助対象 農業用ハウス、農業用機械の取得又は修繕等
負担区分 国1/2 県1/5 市1/5 (実施主体1/10)
財源内訳 県支出金 532,000千円 一般財源 152,000千円

3 ◎ 豪雨被害農業共同利用施設整備事業補助金（農林課） 125,000千円
生産基盤の回復を図るため、共同利用施設の再整備等を支援するもの。

実施主体 農協
負担区分 国1/2 (実施主体1/2)
財源内訳 県支出金 125,000千円

4 ◎ 豪雨被害畜産担い手緊急支援事業補助金（農林課） 28,000千円
被災畜産農家の経営体力の早期回復のため、畜産施設の復旧や畜産機械、家きんの導入を

支援するもの。
実施主体 畜産農家等
補助対象 ①畜産関連施設・機械の取得又は修繕等　②家きんの導入
負担区分 ①国1/2 県1/5 市1/5 (実施主体1/10)　②県1/3 市1/6 (実施主体1/2)
財源内訳 県支出金 21,611千円 一般財源 6,389千円

平成３０年度８月専決補正予算の主要な事業について

（平成30年7月豪雨災害関連）

注：◎は新規施策分

○は拡充施策分

（　　　）は累計額
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